
上水道料金（一般用）の統一について（お知らせ）
令 和 元 年 ５ 月
上天草市水道局

上天草市の上水道料金は、これまで区域ごとに料金体系が異なっていました。
上水道料金を統一するための条例案が、平成３１年３月の市議会定例会で可決され、令和元年１０
月から施行されることとなりました。
主な内容については、以下のとおりです。

現行の水道料金

１．水道料金

２．新料金の適用時期

➣ 令和元年１０月１日から、消費税及び地方消費税の税率が８％から１０％へ引き上げられますが、10月1日以前から継続して使用し、
10月1日～10月30日までに金額が確定する場合は、税率引き上げ後においても旧税率（８％）が適用される経過措置があります。
● 上水道料金（現行料金） 令和元年１０月分 ⇒ 消費税及び地方消費税率 ８％
● 上水道料金（新料金） 令和元年１１月分 ⇒ 消費税及び地方消費税率 １０％
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現行料金
（9月使用分）
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令和元年１１月分請求分（１０月使用分）から適用されます。

市内全域の水道料金が統一されます。
単位：円（税抜）

単位：円（税抜）

※一時用（主に工事などで使用）、船舶用の料金については、現行どおり変更はありません。

※消費税及び地方消費税率の適用について
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従量料金（６㎥～）
290円（1㎥につき）上天草市 全事業 一般用 1,450円
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260円（1㎥につき）
従量料金（7㎥～）

290円
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260円

260円

従量料金（7㎥～）
290円（1㎥につき）

従量料金（６㎥～）
250円（1㎥につき）

従量料金（7㎥～）
220円（1㎥につき）
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（6㎥）
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龍ヶ岳町 上水道 一般用 1,560円
基本水量
（6㎥）全地区

姫戸町 上水道 一般用 1,560円
従量料金（7㎥～）
260円（1㎥につき）全地区

松島町 上水道 一般用 1,300円
基本水量
（5㎥）全地区

地　区

大矢野町

上水道 一般用 1,740円

湯　島
簡易水道

一般用 1,320円
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